
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始
期

事業終
期

1
①食料品の物価
高騰に対する特別
加算

地域商品券発行事業

①物価高騰による影響を受けている町民全体への生活支援を目的として、町民一人
あたり10,000円分の地域商品券を配布し、生活者の日用品や食料品等の購買を支
援する事業を実施する。
②町民への地域商品券を配布するための一部事務費
③通信運搬費　110円×600事業所＝66,000
　　使用料（PCリース）　22,000円×１ヶ月＝22,000
66,000＋22,000＝88,000×1.1＝96,800　
④八重瀬町に住所を有する町民（別途内規にて定める）

R8.3 R8.3

2
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

漁業者燃料購入費助成事
業

①原油価格高騰により経営を圧迫している状況があるため、価格高騰分を助成する
ことで、漁業経営の安定化、持続化を図る。
②燃料代購入費の一部支援（上限35%）
③7,400千円×0.35＝2,590千円≒2,500千円
④町内在住の組合員

R7.7 R8.2

3
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

畜産飼料購入助成事業

①原油価格・物価高騰の影響を受けている畜産農家の支援を目的に、生産意欲を高
め、畜産経営の安定化を図る
②畜産飼料購入費の一部助成
③1か月当たり配合飼料購入量
肉用牛　70ﾄﾝ×10千円/ﾄﾝ＝700千円
乳用牛　245ﾄﾝ×10千円/ﾄﾝ＝2,450千円
採卵鶏　35ﾄﾝ×10千円/ﾄﾝ＝350千円
小計3,500千円×2か月分＝7,000千円
④町内に住所を有する畜産農家

R7.4 R8.3

4
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

八重瀬町農業用資材等臨
時支援事業

①物価高騰に伴う農業用資材等の価格高騰により、農業者の経営が逼迫しているこ
とから、農業経営を継続し、安定的な経営を行えるよう農業用資材等の購入に係る費
用を一部補助する。
②農業用資材等に係る価格高騰分への補助
③25,000千円【肥料・堆肥・農薬・資材（ビニール・箱等）】
【農協】150品目、20,480,000円
【堆肥センター】4品目、189,000円
【花卉園芸組合】122品目、3,890,000円
手数料441,000円
④町内に住所を有する農業事業者や町内に所在地を有する農業生産法人

R7.4 R8.2

5

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子育
て世帯支援

学校給食費臨時支援事業

①目的・効果
　物価高騰による小学生の保護者の負担を軽減するために小学校における給食費等の支援を行う。それによ
り保護者の負担が軽減されて子育て世帯が安心して生活を築けることに繋がります。
②交付金を充当する経費内容
　八重瀬町が規程で定めた学校給食費の半額補助
③積算根拠（対象数、単価等）
　【対象数】
　東風平給食センター　給食総数（R7.4）
　　東風平小学校児童数　1,027人　+　白川小学校児童数　925人
＝児童総数　1,952人 （A)　※先生等学校職員除く
　具志頭給食センター　給食総数（R7.4）
　　具志頭小学校児童数　462人　+　新城小学校児童数　428人
＝児童総数　890人（B)　※先生等学校職員除く
　八重瀬町児童総数　（A)　+　（B)　＝2,842人（C)
　（C）　-　525人（準要保護）　-　１人（生活保護）　- 75人（特別支援就学奨励費）（D）　＝　2,241人（E）
　【単価】
　八重瀬町学校給食費（小学生）：月額　5,200円（F）
　【積算】
　（E)　×　（F)　×　11か月　×　１/2　＝　64,092,600円（G）
  （D)　×　（F)　×　11か月　×　1/4　＝　　1,072,500円（H）

　（G）　+　（H)　＝　65,165,100円

R7.4 R8.3

6

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子育
て世帯支援

学校給食費物価高騰臨時
支援事業

①目的・効果
物価高騰による小・中学生の保護者の負担を軽減するために給食費で賄いきれない高騰分に対しての支援を行う。それにより保護者の負
担が軽減されて子育て世帯が安心して生活を築けることに繋がります。
②交付金を充当する経費内容
徴収予定の給食費で賄いきれない高騰分に対しての支援を行う。
③積算根拠（対象数、単価等）
【対象数】
小学校児童数　2,829人
中学校生徒数　1,324人
※先生等学校職員除く

【単価】
規程に定められている給食費　A
小学校給食費（一日あたり）286円
中学校給食費（一日あたり）319円
実際にかかる給食費　B
小学校給食費（一日あたり）290円
中学校給食費（一日あたり）340円

【積算】
A
小学校 286円 × 200日 × 2829人 ＝ 161,818,800円
中学校 319円 × 200日 × 1324人 ＝   84,471,200円
B
小学校 290円 × 200日 × 2829人 ＝ 164,082,000円
中学校 340円 × 200日 × 1324人 ＝   90,032,000円
A - B
246,290,000円 - 254,114,000円 ＝ 7,824,000円

R7.4 R7.8
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7

②エネルギー・食
料品価格等の物
価高騰に伴う子育
て世帯支援

ひとり親家庭生活応援給付
金事業

①目的・効果
物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯の経済的支援。
②交付金を充当する経費内容
ひとり親世帯へ子ども一人あたり12,000円の現金給付を行うためにかかる経費
③積算根拠
対象児童数　938人　対象世帯　511世帯
【給付費】　938人　×　12,000円　＝　11,256,000円
【事務費】　消耗品、通信運搬費、振込手数料、手当　296,120円
11,256,000円＋296,120円＝11,552,120円
④R7.12月分児童扶養手当受給者またはR7.12月1日時点において母子父子家庭等
医療費助成受給資格者

R7.10 R8.3

8
④消費下支え等を
通じた生活者支援

水道料金臨時支援事業

①物価高騰の影響を受けている町民及び事業者の経済的負担軽減を図るため、水
道料金の基本料金3か月分を支援する。
②水道基本料金の全額減免に係る経費 
③南部水道企業団への補助金 ・水道料金基本料金
（R8年4月～R8年6月）3月分 
水道基本料金1,229円×13,500件×３月＝49,775千円  
（共用連合栓分への周知）
通信運搬費　110円×315件＝35千円
④町民・事業者
※官公庁を除く

R8.2 R8.3


